公園事業申請書等添付書類チェックリスト（No.2）
・法人の合併（分割）による国定公園事業の承継承認申請書（協議書）
申請内容によっては添付不要なものがあるので、公園事業関係申請書添付書類一覧（No.2）により、チェックすること。

	添付書類の種類
	必要とされる添付書類の内訳
	チェック

	合併又は分割法人の定款、寄付行為又は規約及び登記事項証明書


	定款（寄付行為、規約）及び登記事項証明書
申請書正本に正本を、控えには写しを添付
現に公園事業を執行している者が、合併後の存続法人である場合は、添付不要
	




	施設の位置を明らかにした縮尺
1:25,000程度の地形図

	1/25,000～1/10,000程度の地形図に行為地を明確に記した図面（市町村の管内図でも可。ただし、地形図としての情報が不可欠）
	



	施設の付近の状況を明らかにした縮尺
1:5,000程度の概況図


	1/5,000～1/1,000程度の地図上に行為地と周辺の状況が分かるように記した図面（見取図でも良いが、周辺の道路、住宅地、公共施設、利用施設等との位置関係が明らかにできるもの）
	




	公園事業の執行に必要な土地、家屋その他の物件を当該公園事業の執行のために使用することができることを証する書類





	土地にかかるもの
自己所有地の場合：土地の登記事項証明書
借地の場合：土地の所有者との借地契約書の写し
家屋にかかるもの
自己所有地の場合：家屋の登記事項証明書
借地の場合：家屋の所有者との借用契約書の写し※未登記の場合は、固定資産税受領書（市町村発
行）の写しで代用できるものとする。
	








	合併契約書及び合併により消滅した公園事業者の登記事項証明書又は分割契約書
	登記事項証明書
申請書正本に正本を、控えには写しを添付
合併契約書又は分割契約書
写しを添付
	





 
